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【アドバイス】 

●家庭用のゲーム機でもインターネットに接続
せつぞく

すれば、課金して

アイテムなどの購入
こうにゅう

が可能
か の う

です。どうしても課金が必要
ひつよう

な時

は、保護者
ほ ご し ゃ

と相談
そうだん

しましょう。 

 「課金はお小遣
こ づ か

いの範囲
は ん い

で」など、ゲームをする時のルール

を事前
じ ぜ ん

に保護者と話し合っておきましょう。 

 

●支払
し は ら

った課金の取消
と り け

しについては、ゲーム会社等
とう

との話し合いが必要
ひつよう

です。 

未成年者
みせいねんしゃ

が親権者
しんけんしゃ

の同意
ど う い

なしに行った契約
けいやく

は、原則
げんそく

取
と

り消
け

すことができます。 

ただし、未成年者が課金したと証明
しょうめい

することが難
むずか

しく、ゲームの場を運営
うんえい

する 

会社やゲーム会社と話し合う必要があります。 

 

●保護者は、子ども用のアカウントを別
べつ

に分け、保護者の許可
き ょ か

なく課金が出来ない

ようにするなど、ゲーム機の仕組
し く

みを理解
り か い

しましょう。 
 

●わからないことや困ったことがあったら、すぐに家族や消費生活センターに相談しましょう。 
 

相談窓口の案内 
戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

        八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、 

戸畑窓口（☎８６１－０９９９）へご連絡ください。 

消費者ホットライン ☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 

みもりん 
まもりん 

かていよう ちゅうい か き ん 

【相談事例１】 

２種類
しゅるい

の家庭用ゲーム機
き

で、同じゲームの課金
かきん

をした。ゲーム機には、母
はは

のクレジッ

トカードが登録
とうろく

されていた。そんなに課金
かきん

したつもりはなかったが、２０万円にもな

っていた。親
おや

に知られて叱
しか

られたが、どうしたらよいか。（１０代 男性） 


